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市
営
住
宅
入
居
者
の
募
集

『飯山の食ごよみ』

成
18
年
分
の
農
業
所
得
の
申
告（
平
成
19
年
２
月
～
３
月
に
申
告
す
る
も
の
）か
ら
は
、

こ
れ
ま
で
の　

｢

経
費
目
安
割
合
方
式｣

が
廃
止
さ
れ
、す
べて
の
農
家
が｢

収
支
計
算｣

に
よ
る
申
告
に
な
り
ま
す
。

　
収
支
計
算
に
移
行
す
る
こ
と
に
よ
って
農
家
の
方
ご
自
身
が
実
際
の
収
入
・
支
出
の
把
握
を
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。そ
の
た
め
平
成
18
年
１
月
以
降
は
領
収
書
等
を
保
存
し
記
帳
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。（
た
だ
し
、収
穫
し
た
農
作
物
の
販
売
が
な
く
、全
量
家
事
消
費（
自
家
消
費

お
よ
び
贈
答
）の
み
で
あ
れ
ば
、全
量
家
事
消
費
の
申
告
を
し
てい
た
だ
き
ま
す
。）

収支計算に必要な記録や領収書は
　
●農作物を販売したときの記録と、出荷伝票や請求書および領収書の控など
●農作物を家事消費（自家消費や兄弟親せき等への贈答など）したときの記録
●農作物を事業消費（米などの農作物の現物による小作料の支払いなど）
　したときの記録
●肥料、農薬、農業用トラックのガソリン代など農業所得を得るためにかかっ
　た経費に係る記録と、請求書や領収書など
●年末において在庫（未販売・未使用）となっている農作物、肥料、農薬、
　諸材料などの記録
※主なものを記載しましたが、領収書等を残していない経費は認められないこ
とがありますので、平成19年の申告のために平成18年１月１日以降の農業に
かかわるこれらの書類をなくさないように保存しておくことが必要です。
ご不明な点は
市役所税務課市民税係（☎�３１１１内線１６１･１６２）までお問い合わせください。

農業所得の
申告方法が
変わります生活保護を

受けている

　
世帯内に市民

税を納めている
人がいる

市 民 税 を
納めている

　

前年の合計所
得金額が 200 万

円以上ある

　
前年の年金収

入額と合計所得
金額を合わせる
と 80 万円を

超える

老齢福祉年金を
もらっている

22,080 円
（第 1 段階）

生活保護受給者また
は老齢福祉年金受給
者で世帯全員が市民
税非課税の方

26,400 円
（第 2 段階）

市民税世帯非課税者
で合計所得金額 + 課
税年金収入額が 80
万円以下の方

33,120 円
（第 3 段階）

市民税世帯非課税者
で合計所得金額 + 課
税年金収入額が 80
万円を超える方

44,160 円
（第 4 段階）

基準額世帯の誰かに
市民税が課税されて
いるが、本人は非課
税の方

55,200 円
（第 5 段階）

本人が市民税課税者
で前年の合計所得金
額 が 200 万 円 未 満
の方

66,240 円
（第 6 段階）

本人が市民税課税者
で前年の合計所得金
額 が 200 万 円 以 上
の方

  護保険
   ミニ知識  ③介

「あなたの介護保険料（年額）はどのくらい？」（平成 18 ～ 20 年度）

スタート

 表 の みかた・・・質問に「はい」か「いいえ」で答えてください。
　・ 「はい」の場合　　　　　へ進む
　・ 「いいえ」の場合　　　　へ進む

はい

い
い
え

募
集
団
地
お
よ
び
戸
数

水
上
団
地　
２
戸
（
３
Ｄ
Ｋ
Ｙ
）

募
集
受
付
期
間　
８
月
22
日
㈫

か
ら
８
月
30
日
㈬
ま
で

入
居
資
格 

①
現
に
同
居
し
、
ま

た
は
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族

が
あ
る
方
（
高
齢
者
等
を
除
く
）

②
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
方
③

前
年
の
所
得
が
公
営
住
宅
法
で

定
め
る
基
準
内
の
方
④
市
税
等

の
滞
納
が
な
い
方

申
込
用
紙
の
配
布
・
受
付
場
所

すべての農家が「収支計算」による申告に

収支計算とは
実際の総収入金額から実際
の必要経費を差し引いて所得
を計算する方法です。
【収支計算の算式】
総収入金額 － 必要経費 
　　  　   ＝ 所得金額

平

市
役
所
２
階 

都
市
計
画
課 

住
宅
・
公
園
景
観
係
（
☎
�

３
１
１
１ 

内
線
２
４
４
）

選
考
方
法　
申
込
件
数
が
募
集

戸
数
を
超
え
た
場
合
は
抽
選
と

し
ま
す
。

抽
選
日
・
抽
選
場
所

９
月
７
日
㈭　

午
前
10
時
～

市
役
所
４
階 

第
４
委
員
会
室

そ
の
他　
入
居
資
格
等
、
ご
不

明
な
点
は
都
市
計
画
課
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
飯
山
市
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ

ム
推
進
協
議
会
と
飯
山
市
「
食

の
風
土
記
」
編
纂
委
員
会
で
は
、

昨
年
発
行
し
た
食
の
風
土
記
か

ら
年
間
の
食
に
ま
つ
わ
る
行
事

の
部
分
な
ど
を
抜
粋
し
、『
飯

山
の
食
ご
よ
み
』
を
作
成
、
こ

の
た
び
市
民
の
皆
さ
ん
に
全
戸

配
布
を
し
ま
し
た
。

　
『
食
ご
よ
み
』
は
各
月
ご
と

の
行
事
・
行
事
食
の
ほ
か
、
時

期
ご
と
の
食
の
段
取
り
な
ど
が

一
目
で
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　
こ
れ
は
飯
山
で
昔
か
ら
行
わ

れ
て
き
た
日
常
生
活
の
中
で
の

食
と
の
か
か
わ
り
を
、
市
民
の

皆
さ
ん
に
も
カ
レ
ン
ダ
ー
感
覚

で
身
近
に
置
い
て
ほ
し
い
と
、

全
戸
配
布
の
ほ
か
、
市
内
の
小

中
学
校
な
ど
に
も
配
布
さ
れ
ま

す
。

　
ま
た
こ
の
冊
子
は
、
飯
山
の

自
然
を
生
か
し
た
、
グ
リ
ー
ン

ツ
ー
リ
ズ
ム
な
ど
で
飯
山
を
訪

れ
る
お
客
様
に
も
、
風
土
や
郷

土
食
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め

に
活
用
し
て
い
き
た
い
考
え
で

す
。

※
こ
の
冊
子
の
内
容
は
、
一
般

的
な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

地
域
に
よ
っ
て
多
少
内
容
が
異

な
る
部
分
も
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

ご 活 用 く だ さ い 「子どもの人権相談所」を開設します
　飯山人権擁護委員協議会と長野地方法務局飯山支局で
は、いじめ･ 虐待等、子どもの人権問題解消のための活動
を行っているところですが、活動の一環として子どもの人
権相談所を開設します。

　　開 設 日　９月２日（土）
　　開設場所　長野地方法務局飯山支局
　　　　　　　☎� 2302
　　開設時間　午前９時～午後 3 時
　　相談担当　子どもの人権専門委員

　上記以外の日においても、土日祝日を除く毎日、午前８
時 30 分から午後５時まで、子どもの人権問題について相
談を受けていますので、ご利用ください。
　また人権擁護委員はいつでも相談にのりますので、お気
軽にご相談ください。


